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【 手 続 補 正 書 】
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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 識 別 情 報 を 有 す る 物 体 を 提 供 す る 方 法 で あ っ て 、
　 ホ ロ グ ラ ム を 設 け 、 当 該 ホ ロ グ ラ ム か ら 、 相 互 に 空 間 的 に 別 個 に さ れ た 少 な く と も 第 １
お よ び 第 ２ の ホ ロ グ ラ ム パ タ ー ン を 再 生 す る 形 式 の 方 法 に お い て 、
　 当 該 第 １ お よ び 第 ２ の ホ ロ グ ラ ム パ タ ー ン が 一 般 的 に １ つ の 同 じ 方 向 に お い て 、 し か し
異 な る 面 に お い て 再 生 可 能 で あ る よ う に 前 記 ホ ロ グ ラ ム を 作 成 す る 、
こ と を 特 徴 と す る 、 識 別 情 報 を 有 す る 物 体 を 提 供 す る 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 ホ ロ グ ラ ム パ タ ー ン の 少 な く と も １ つ に よ っ て 、 機 械 で 読 出 し 可 能 な コ ー ド を あ ら
わ す 、 請 求 項 １ 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 ホ ロ グ ラ ム パ タ ー ン の 少 な く と も １ つ に よ っ て 、 視 覚 的 に 検 出 可 能 な パ タ ー ン を あ
ら わ す 、 請 求 項 １ ま た は ２ 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 ホ ロ グ ラ ム を コ ン ピ ュ ー タ 作 成 す る 、 請 求 項 １ か ら ３ ま で の い ず れ か １ 項 記 載 の 方
法 。
【 請 求 項 ５ 】
　 ホ ロ グ ラ ム 内 の 第 １ の 領 域 を 第 １ の ホ ロ グ ラ ム パ タ ー ン に 対 し て 設 け 、 第 ２ の 領 域 を 前
記 ホ ロ グ ラ ム パ タ ー ン に 対 し て 設 け る 、 請 求 項 １ か ら ４ ま で の い ず れ か １ 項 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 第 １ お よ び 第 ２ の 領 域 は 相 互 に 入 り 組 ん で い る 、 請 求 項 １ か ら ５ ま で の い ず れ か １
項 記 載 の 方 法 。



【 請 求 項 ７ 】
　 共 通 の 領 域 を 第 １ お よ び 第 ２ の ホ ロ グ ラ ム パ タ ー ン に 対 し て 設 け る 、 請 求 項 １ か ら ６ ま
で の い ず れ か １ 項 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 ホ ロ グ ラ ム を 反 復 的 な 計 算 ス テ ッ プ に よ っ て 定 め る 、 請 求 項 １ か ら ７ ま で の い ず れ
か １ 項 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 第 １ お よ び 第 ２ の ホ ロ グ ラ ム パ タ ー ン を 、 当 該 第 １ お よ び 第 ２ の ホ ロ グ ラ ム パ タ ー
ン が 異 な る 読 出 し 手 段 に よ っ て 読 出 さ れ る よ う に 遠 く 相 互 に 離 し て 定 め る 、 請 求 項 １ か ら
８ ま で の い ず れ か １ 項 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 前 記 ホ ロ グ ラ ム を 唯 一 の 書 き 込 み ビ ー ム を 用 い て 作 成 す る 、 請 求 項 １ か ら ９ ま で の い ず
れ か １ 項 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 前 記 物 体 を 個 々 に あ ら わ す 情 報 、 殊 に ポ ー ト レ ー ト 、 ア ド レ ス 、 お よ び ／ ま た は 製 造 情
報 を 設 け る 、 請 求 項 １ か ら １ ０ ま で の い ず れ か １ 項 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 前 記 ホ ロ グ ラ ム を 担 体 内 に 刻 印 す る 、 請 求 項 １ か ら １ １ ま で の い ず れ か １ 項 記 載 の 方 法
。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 物 体 上 の 識 別 情 報 を 含 む ホ ロ グ ラ ム を 読 出 す 装 置 で あ っ て 、
　 相 互 に 空 間 的 に 別 個 に さ れ た 少 な く と も 第 １ お よ び 第 ２ の ホ ロ グ ラ ム パ タ ー ン が 再 生 さ
れ 、
　 前 記 第 ２ の ホ ロ グ ラ ム パ タ ー ン も 再 生 可 能 な 方 向 に お い て 、 少 な く と も 前 記 第 １ の ホ ロ
グ ラ ム パ タ ー ン を 再 生 す る 読 出 し 光 源 を 有 し て い る 、
こ と を 特 徴 と す る 、 物 体 上 の 識 別 情 報 を 含 む ホ ロ グ ラ ム を 読 出 す 装 置 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　 少 な く と も １ つ の ホ ロ グ ラ ム パ タ ー ン 再 生 手 段 が 少 な く と も １ つ の ホ ロ グ ラ ム パ タ ー ン
に 対 し て 設 け ら れ て い る 、 請 求 項 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 １ ５ 】
　 １ つ よ り 多 い ホ ロ グ ラ ム パ タ ー ン に 対 し て 、 ホ ロ グ ラ ム パ タ ー ン 再 生 手 段 が 設 け ら れ て
い る 、 請 求 項 １ ３ ま た は １ ４ 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 １ ６ 】
　 前 記 ホ ロ グ ラ ム パ タ ー ン 再 生 手 段 は 投 影 面 で あ る 、 請 求 項 １ ３ ま た は １ ４ 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 １ ７ 】
　 感 光 性 領 域 、 殊 に Ｃ Ｃ Ｄ に よ っ て 前 記 ホ ロ グ ラ ム パ タ ー ン 再 生 手 段 が 構 成 さ れ て お り 、
こ こ に 前 記 ホ ロ グ ラ ム パ タ ー ン が そ の 再 生 の た め に 投 影 さ れ る 、 請 求 項 １ ３ か ら １ ５ ま で
の い ず れ か １ 項 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 １ ８ 】
　 さ ら に デ ー タ 処 理 ユ ニ ッ ト が 設 け ら れ て お り 、 感 光 性 領 域 に よ っ て 検 出 さ れ た パ タ ー ン
が 評 価 さ れ る 、 請 求 項 １ ３ か ら ま で の い ず れ か １ 項 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 １ ９ 】
　 ホ ロ グ ラ ム を 収 容 す る エ リ ア を 有 す る デ ー タ 担 体 で あ っ て 、
　 こ こ か ら 少 な く と も 第 １ お よ び 第 ２ の ホ ロ グ ラ ム パ タ ー ン が 、 当 該 第 １ お よ び 第 ２ の ホ
ロ グ ラ ム パ タ ー ン が 一 般 的 に １ つ の 同 じ 方 向 に お い て 、 し か し 異 な る 面 に お い て 再 生 可 能
で あ る よ う に 再 生 さ れ る 、
こ と を 特 徴 と す る デ ー タ 担 体 。
【 請 求 項 ２ ０ 】
　 ホ ロ グ ラ ム を 収 容 す る エ リ ア は ポ リ マ ー 材 料 、 殊 に 事 前 に 延 伸 さ れ た ポ リ マ ー 材 料 に よ
っ て 形 成 さ れ て い る 、 請 求 項 記 載 の デ ー タ 担 体 。
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